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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ 

 

インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 26 年６月 23 日開催の本投資

法人役員会において、新投資口発行及び投資口売出しについて下記のとおり決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

 

記 
 

１. 募集による新投資口発行 

(１) 募 集 投 資 口 数 : 1,040,000 口 

(２) 払 込 金 額 

（ 発 行 価 額 ） 

: 未定 

平成 26 年７月９日(水)から平成 26 年７月 11 日(金)までの間のい

ずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に開催する

役員会において決定します｡なお、払込金額（発行価額）とは、

本投資法人が本投資法人の投資口（以下「本投資口」といいま

す。）１口当たりの払込金として下記(５)②記載の引受人から受

け取る金額をいいます。 

(３) 払 込 金 額 

（発行価額）の総額 

: 未定 

(４) 発 行 価 格 

（ 募 集 価 格 ） 

: 未定 

発行価格（募集価格）は、発行価格等決定日における株式会社東京

証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）における本投

資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ

直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）

を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に

開催する役員会において決定します。 
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(５) 

 

募 集 方 法 : 国内及び海外における同時募集（下記「２．海外における投資口売

出し（海外売出し）」記載の海外売出し及び「３．投資口売出し（オ

ーバーアロットメントによる売出し）」記載のオーバーアロットメ

ントによる売出しと併せて「グローバル・オファリング」といい、

ジョイント・グローバル・コーディネーターはＳＭＢＣ日興証券株

式会社及びシティグループ証券株式会社とします。） 

 ① 国内一般募集 

日本国内における一般募集（以下「国内一般募集」といいます。）

とし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタ

ンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社及びシティグループ

証券株式会社（以下「国内幹事会社」と総称します。）に国内一

般募集分の全投資口を買取引受けさせます。ＳＭＢＣ日興証券

株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及び

みずほ証券株式会社を共同主幹事会社とします。  

② 海外募集 

米国及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては

1933 年米国証券法ルール 144Ａに基づく適格機関投資家への販

売のみとします。）における募集（以下「海外募集」といい、国

内一般募集と併せて「本募集」といいます。）とし、SMBC Nikko 

Capital Markets Limited、Citigroup Global Markets Limited

及び Morgan Stanley & Co. International plc を共同主幹事会

社とする海外幹事会社（以下「海外幹事会社」といい、国内幹

事会社と併せて「引受人」と総称します。）に海外募集分の全投

資口を総額個別買取引受けさせます。 

③ 

 

本募集の総発行数は 1,040,000 口であり、国内一般募集におけ

る発行数は 585,604 口を目処とし、海外募集における発行数は

454,396 口を目処として募集を行いますが、その最終的な内訳

は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定され

ます。 

(６) 引 受 契 約 の 内 容 : 引受人は、下記(９)記載の払込期日に払込金額（発行価額）の

総額を本投資法人に払い込むものとし、本募集における発行価

格（募集価格）の総額と払込金額（発行価額）の総額との差額

は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して

引受手数料を支払いません。 

(７) 申 込 単 位 : １口以上１口単位 

(８) 申 込 期 間 

（ 国 内 一 般 募 集 ） 

: 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の

日まで。 

(９) 払 込 期 日 : 平成 26年７月 16日(水)から平成 26年７月 18日(金)までの間のい

ずれかの日。ただし、発行価格等決定日の５営業日後の日とします。

(10) 受 渡 期 日 : 払込期日の翌営業日 
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(11) 発行価格（募集価格）、払込金額（発行価額）、国内一般募集に係る発行投資口数及び海外募集

に係る発行投資口数の最終的な内訳その他新投資口発行に必要な事項は、今後開催する役員会

において決定します。 

(12) 上記各号のうち国内一般募集に係る事項については、金融商品取引法による届出の効力発生を

条件とします。 

 

２. 海外における投資口売出し（海外売出し） 

(１) 売 出 人 ： Infinite Value Investment Ltd. 

(２) 売 出 投 資 口 数 ： 70,151 口 

海外売出しにおける売出数は、今後変更される可能性があります。

海外売出しにおける売出数は 70,151 口を予定していますが、最終

的な売出数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決

定されます。 

(３) 売 出 価 格 ： 未定 

発行価格等決定日に開催する役員会において決定します。なお、売

出価格は、本募集における発行価格（募集価格）と同一とします。

(４) 売 出 価 額 の 総 額 ： 未定 

(５) 売 出 方 法 ： 米国及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては 1933

年米国証券法ルール 144Ａに基づく適格機関投資家への販売のみと

します。）における売出しとし、海外幹事会社に海外売出し分の全

投資口を総額個別買取引受けさせます。 

(６) 本募集を中止した場合は、海外売出しも中止します。 

(７) 売出価格、その他海外売出しに必要な事項は、今後開催する役員会において決定します。 

 

３. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（下記＜ご参考＞を参照のこと。） 

(１) 売 出 人 ： ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

(２) 売 出 投 資 口 数 ： 55,507 口 

上記売出投資口数は、国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘

案した上で、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が行うオーバーアロットメ

ントによる売出しの投資口数です。上記売出投資口数は、オーバー

アロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要

状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそ

のものが全く行われない場合があります。売出投資口数は、国内一

般募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に開催する

役員会において決定します。 

(３) 売 出 価 格 ： 未定 

発行価格等決定日に開催する役員会において決定します。なお、売

出価格は、国内一般募集における発行価格（募集価格）と同一とし

ます。 

(４) 売 出 価 額 の 総 額 ： 未定 
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(５) 売 出 方 法 ： 国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般

募集とは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主で

あるＲａｙｏ合同会社（以下「ラヨ」といいます。）から 55,507 口

を上限として借り入れる本投資口(以下「借入投資口」といいます。)

の日本国内における売出しを行います。 

(６) 申 込 単 位 ： １口以上１口単位 

(７) 申 込 期 間 ： 国内一般募集における申込期間と同一とします。 

(８) 受 渡 期 日 ： 国内一般募集における受渡期日と同一とします。 

(９) 国内一般募集を中止した場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止します。 

(10) 売出価格、その他オーバーアロットメントによる売出しに必要な事項は、今後開催する役員会

において決定します。 

(11) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 

 

４．第三者割当による新投資口発行 

(１) 募 集 投 資 口 数 : 55,507 口 

(２) 払 込 金 額 

（ 発 行 価 額 ） 

: 未定 

発行価格等決定日に開催する役員会において決定します｡なお、払

込金額（発行価額）は、国内一般募集における払込金額（発行

価額）と同一とします。 

(３) 払 込 金 額 

（発行価額）の総額 

: 未定 

(４) 割当先及び投資口数 : ＳＭＢＣ日興証券株式会社 55,507 口 

(５) 申 込 単 位 : １口以上１口単位 

(６) 申込期間（申込期日） : 平成 26 年８月 12 日(火)  

(７) 払 込 期 日 : 平成 26 年８月 13 日(水)  

(８) 上記(６)記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切る

ものとします。 

(９) 払込金額（発行価額）、その他この第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。）による新

投資口発行に必要な事項は、今後開催する役員会において決定します。 

(10) オーバーアロットメントによる売出しを中止した場合は、本第三者割当による新投資口発行も

中止します。 

(11) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。 
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＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

(１) 国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集の事務主幹事会社であ

るＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるラヨから 55,507 口を上限として借り

入れる本投資口の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合

があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需要状況等

により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があり

ます。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に借入投

資口の返還に必要な本投資口を取得させるために、本投資法人は平成 26 年６月 23 日(月)開催の

本投資法人の役員会において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする本投資口 55,507 口の第

三者割当による新投資口発行を、平成 26 年８月 13 日(水)を払込期日として行うことを決議して

います。また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる

売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成 26 年８月８日(金)までの期間（以下「シンジケー

トカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、東京証券取引所においてオ

ーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケ

ートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケー

トカバー取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、

シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断で、シンジケートカ

バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数で

シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

更に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出し

に伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買い付けた本投資口の全部

又は一部を借入投資口の返還に充当することがあります。 

この場合、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引及

び安定操作取引によって買い付け、借入投資口の返還に充当する口数を減じた口数について、Ｓ

ＭＢＣ日興証券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。そ

のため本第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権に

より本第三者割当における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われ

ない場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントに

よる売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロ

ットメントによる売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による上記本投資法人

の投資主からの本投資口の借入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は本

第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当における新

投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ

れません。 

(２) 上記(１)に記載の取引について、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタン

レー証券株式会社及びみずほ証券株式会社と協議の上これらを行います。 
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２．今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移 
現在の発行済投資口総数 1,573,179 口  
本募集に係る新投資口発行による増加投資口数 1,040,000 口  
本募集に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 2,613,179 口  
本第三者割当に係る新投資口発行による増加投資口数 55,507 口 (注) 
本第三者割当に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 2,668,686 口 (注) 

（注）本第三者割当の発行新投資口数の全口数についてＳＭＢＣ日興証券株式会社から申込みがあ

り、発行が行われた場合の口数を記載しています。 

 

３．発行の目的及び理由 

新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項における意味を有します。以

下同じです。）を取得することによるポートフォリオの収益性向上と財務基盤の安定性の向上、ひ

いては１口当たり分配金の持続的な成長を目的として、マーケット動向等を勘案した結果、新投資

口の発行を決定したものです。 

 

４．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 
(１) 調達する資金の額（差引手取概算額） 

238 億円（上限） 
（注）国内一般募集における手取金 127 億円、海外募集における手取金 99 億円及び本第三者割

当による新投資口発行の手取金上限 12 億円を合計した金額を記載しています。また、上
記金額は、平成 26 年６月 11 日（水）現在の東京証券取引所における本投資口の普通取
引の終値を基準として算出した見込額です。 

(２) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期 
国内一般募集における手取金（127 億円）は、海外募集における手取金（99 億円）と併せて、
本日付「資産の取得及び賃貸借契約の開始に関するお知らせ」で公表した新たな特定資産の取
得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（12 億円）
については、手元資金として将来の借入金の返済に充当します。 
（注）上記の各手取金は、平成 26 年６月 11 日（水）現在の東京証券取引所における本投資口

の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 

 

５．配分先の指定 

該当事項はありません。 

 

６．今後の見通し 

本日付で公表した「平成 26 年６月期（第 22 期）運用状況及び分配金の予想の修正並びに平成 26

年 12 月期（第 23 期）運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

７．最近３営業期間の運用状況及びエクイティ・ファイナンスの状況等 

(１) 最近３営業期間の運用状況(注１) 

  平成 24 年 12 月期 平成 25 年６月期 平成 25 年 12 月期 

 １口当たり 
当期純利益(注２) 

85 円 249 円 259 円 

 １口当たり分配金 117 円 264 円 237 円 

 実績配当性向 137.6％ 106.0％ 105.7％ 

 １口当たり純資産 
(注３) 

24,231 円 24,363 円 22,785 円 

（注１）上記の最近３営業期間における本投資法人の発行済投資口数は、平成 25 年 12 月 20
日に第三者割当による新投資口の発行を行った結果、平成 24 年 12 月期及び平成 25
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年６月期末の 1,348,292 口から、平成 25 年 12 月期末の 1,573,179 口に増加していま
す。 

（注２）１口当たり当期純利益については期中平均投資口数（平成 24 年 12 月期 1,348,292 口、
平成 25 年６月期 1,348,292 口、平成 25 年 12 月期 1,362,959 口）に基づいて算出し
ており、１円未満を四捨五入により表示しています。 

（注３）１口当たり純資産については期末発行済投資口数に基づいて算出しており、１円未満
を四捨五入により表示しています。 

 
(２) 最近の投資口価格の状況 

 ①  最近３営業期間の状況 
  平成 24 年 12 月期 平成 25 年６月期 平成 25 年 12 月期 

 始 値 6,450 円 6,230 円 13,600 円
 高 値 6,540 円 14,480 円 20,000 円
 安 値 6,080 円 6,230 円 12,610 円
 終 値 6,160 円 13,690 円 19,430 円

  

 ②  最近６カ月間の状況 

  平成 26 年 
１月 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

 始 値 19,390 円 18,310 円 18,300 円 18,010 円 18,000 円 21,990 円
 高 値 19,500 円 18,700 円 18,800 円 18,120 円 22,440 円 24,760 円
 安 値 18,100 円 16,740 円 17,410 円 17,550 円 17,800 円 20,000 円
 終 値 18,330 円 18,550 円 17,960 円 17,910 円 22,030 円 24,760 円

（注）平成 26 年６月の投資口価格については、平成 26 年６月 20 日現在で記載しています。

 ③  発行決議日の前営業日における投資口価格 
  平成 26 年６月 20 日  
 始 値 23,790 円  
 高 値 24,760 円  
 安 値 23,640 円  
 終 値 24,760 円  
   

(３) 最近３営業期間のエクイティ・ファイナンスの状況 

第三者割当増資 
発行期日 平成 25 年 12 月 20 日  
調達資金の額 2,999,992,580 円  
払込金額（発行価額） 13,340 円  
募集時における発行済投資口数 1,348,292 口  
当該募集による発行投資口数 224,887 口  
募集後における発行済投資口総数 1,573,179 口  
割当先 Ｒａｙｏ合同会社、ＳＣＧ16 合同会社 
発行時における当初の資金使途 全額を借入金の返済資金及びリファイナンスにかか

る関連費用の一部に充当 
発行時における支出予定時期 平成 25 年 12 月 20 日 
現時点における充当状況 上記支出予定時期に全額を充当済み 
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８．その他（売却・追加発行等の制限） 

(１) グローバル・オファリングに関し、Calliope 合同会社及びラヨは、ジョイント･グローバル･

コーディネーターとの間で、発行価格等決定日から受渡期日以降 180 日間を経過する日までの期

間、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による承諾を受けることなしに、

グローバル・オファリング前から所有している本投資口の売却等（ただし、ラヨについては、オ

ーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸付け等を除きます。）を行わない旨等を

合意します。 

(２) グローバル・オファリングに関し、本投資法人は、ジョイント･グローバル･コーディネーター

との間で、ジョイント･グローバル･コーディネーターの事前の書面による承諾を受けることなし

に、発行価格等決定日から受渡期日以降 90 日間を経過する日までの期間、本投資口の発行等（た

だし、本募集、本第三者割当、投資口分割による本投資口の発行等を除きます。）を行わない旨

等を合意します。 

(３) 上記(１)乃至(２)の場合において、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量

で当該合意内容を一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有してい

ます。 

 

 以 上 

 

＊ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.invincible-inv.co.jp/ 
 


